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開議 午前１１時１０分 

────────────────────────────────────────────────────── 

○高橋ひでとし委員長 ただいまより、総務常任委員会を開会します。 

本日の出席委員は全員です。 

それでは、会議を進めてまいります。 

１、請願・陳情議案の説明機会の確保についてを議題といたします。本委員会に付託を受けてお

ります陳情第２１号、旭川市神居古潭及び旭川駅裏における防犯カメラ及び夜間照明の設置を求め

ることについてにつきましては、陳情提出者から趣旨・補足説明の実施について希望があったとこ

ろであります。したがいまして、説明機会を設けることについて、各会派等に賛否をお伺いしてま

いりますが、反対の会派等につきましては、その理由も含めて御発言いただきますようお願いいた

します。 

大会派順に賛否を聴取いたします。 

 自民党・市民会議。 

○佐藤委員 説明を受けることに賛成です。 

○高橋ひでとし委員長 民主・市民連合。 

○髙橋紀博委員 賛成します。 

○高橋ひでとし委員長 公明党。 

○高花委員 説明を受けるということでよろしいと思います。 

○高橋ひでとし委員長 日本共産党。 

○まじま委員 説明を受けるということで賛成します。 

○高橋ひでとし委員長 旭川市民連合。 

○小林委員 説明を受けるということでよろしいと思います。 

○高橋ひでとし委員長 無所属、安田委員。 

○安田委員 説明を受けることでよいと思います。 

○高橋ひでとし委員長 全会一致でしたので、説明機会を設けることとし、陳情提出者に対し、議

長名で通知を行うことといたします。 

以上で予定していた議事は全て終了いたしました。 

 その他、委員の皆様から御発言はございますか。 

（「なし」の声あり） 

○高橋ひでとし委員長 それでは、本日の委員会は、これをもって散会いたします。 

────────────────────────────────────────────────────── 

散会 午前１１時１２分 


